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１  基 本 理 念   

１  － １  当 法 人 内 規 則 の 目 的  
 当 法 人 の 全 職 員 は 、 こ の 「 当 法 人 内 規 則 」 お よ び 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関
す る 法 律 「 同 施 行 令 」 、 厚 生 労 働 省 「 医 療 ・ 介 護 関 係 事 業 者 」 、 に お け る

個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の た め の ガ イ ド ラ イ ン 」 に も と づ き 、 患 者 さ ん と そ の
関 係 者 ( 以 下 「 患 者 等 」 と い う )  に 関 す る 、 個 人 情 報 を 適 切 に 取 り 扱 い 、 患
者 等 か ら 信 頼 さ れ る 医 療 介 護 機 関 で あ る よ う 、 た ゆ ま ぬ 努 力 を 続 け て い く も
の と す る 。  

１  － ２  他 の 当 法 人 内 規 則 等 と の 関 係  
 当 法 人 に お け る 患 者 の 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に 際 し て は 、 こ の 当 法 人 内
規 則 の ほ か 、 当 法 人 の 「 診 療 情 報 の 提 供 に 関 す る 規 定 」 も 適 用 さ れ る も の
と す る 。  
 診 療 情 報 の 提 供 に つ い て 疑 義 が あ る 場 合 に は 、 前 段 に 挙 げ た 規 定 の ほ
か 、 日 本 医 師 会 「 診 療 情 報 の 提 供 に 関 す る 指 針 」 な ら び に 厚 生 労 働 省

「 診 療 情 報 の 提 供 等 に 関 す る 指 針 」 も 参 照 す る も の と す る 。  

１  － ３  守 秘 義 務  
 す べ て の 職 員 は 、 そ の 職 種 の 如 何 を 問 わ ず 、 当 法 人 の 従 業 者 と し て 、 職
務 上 知 り 得 た 患 者 の 個 人 情 報 を 、 正 当 な 事 由 な く 第 三 者 に 漏 ら し て は な ら

な い 。 当 法 人 を 退 職 し た 後 に お い て も 同 様 と す る 。  
 す べ て の 職 員 は 、 こ の 義 務 を 遵 守 す る こ と を 書 面 に よ っ て 誓 約 し な く て は な
ら な い 。  

２  用 語 の 定 義  

２  － １  用 語 の 定 義  
こ の 「 当 法 人 内 規 則 」 で 使 う 用 語 の 定 義 は 、 以 下 の と お り と す る 。  
( 1 ) 個 人 情 報  
 生 存 す る 患 者 等 の 個 人 を 特 定 す る こ と が で き る 情 報 の す べ て 。  

 氏 名 、 生 年 月 日 、 住 所 等 の 基 本 的 な 情 報 か ら 、 既 往 症 、 診 療 の 内 容 、
受 け た 処 置 の 内 容 、 検 査 結 果 、 そ れ ら に も と づ い て 医 療 従 事 者 が な し た 診
断 ・ 判 断 、 評 価 ・ 観 察 等 ま で を も 含 む 。  

( 2 ) 診 療 記 録 等  

 診 療 の 過 程 で 患 者 の 身 体 状 況 、 症 状 、 治 療 等 に つ い て 作 成 ま た は 収 集
さ れ た 書 面 、 画 像 等 の 一 切 。  
 当 法 人 で 取 り 扱 う 代 表 的 な 記 録 と し て は 以 下 の と お り 。  
 診 療 録 、 手 術 記 録 、 麻 酔 記 録 、 各 種 検 査 記 録 、 検 査 成 績 、 エ ッ ク ス 線
写 真 、 助 産 録 、 看 護 記 録 、 紹 介 状 、 処 方 せ ん の 控 え な ど 。  

( 3 ) 匿 名 化  
 個 人 情 報 の 一 部 を 削 除 ま た は 加 工 す る こ と に よ り 、 特 定 の 個 人 を 識 別 で
き な い 状 態 に す る こ と 。  
 匿 名 化 さ れ た 情 報 は 個 人 情 報 と し て は 扱 わ れ な い 。 た だ し 、 そ の 情 報 を 主
と し て 利 用 す る 者 が 、 他 の 情 報 と 照 合 す る こ と に よ っ て 容 易 に 特 定 の 個 人

を 識 別 で き る 場 合 に は 、 未 だ 匿 名 化 は 不 十 分 で あ る 。  



( 4 ) 職 員  
 当 法 人 の 業 務 に 従 事 す る 者 で 、 正 職 員 の ほ か 、 嘱 託 職 員 、 派 遣 職 員 、
臨 時 職 員 を 含 む 。  
 当 法 人 と 業 務 委 託 契 約 を 締 結 す る 事 業 者 に 雇 用 さ れ 当 法 人 か ら 委 託 さ
れ た 業 務 に 従 事 す る 者 に つ い て は 、 委 託 先 事 業 者 に お い て こ の 「 当 法 人 内
規 則 」 に 準 じ た 取 り 扱 い を 定 め 、 管 理 す る も の と す る 。  

( 5 ) 開 示  
 患 者 本 人 ま た は 別 に 定 め る 関 係 者 に 対 し て 、 こ れ ら の 者 が 当 院 の 保 有 す
る 患 者 本 人 に 関 す る 情 報 を 自 ら 確 認 す る た め に 、 患 者 本 人 等 か ら の 請 求
に 応 じ て 、 情 報 の 内 容 を 書 面 で 示 す こ と 。 書 面 と し て 記 録 さ れ て い る 情 報 を

開 示 す る 場 合 に は 、 そ の コ ピ ー を 交 付 す る こ と と す る 。  

３  個 人 情 報 の 取 得   

３  － １  利 用 目 的 の 通 知  

 職 員 は 、 患 者 か ら 個 人 情 報 を 取 得 す る 際 に は 、 そ の 情 報 の 利 用 目 的 、
当 該 情 報 を 第 三 者 に 提 供 す る 場 合 に つ い て 、 あ ら か じ め 、 患 者 に 通 知 し な
く て は な ら な い 。 た だ し 、 初 診 時 に 通 常 の 診 療 の 範 囲 内 で の 利 用 目 的 、 第
三 者 提 供 の 内 容 を 通 知 す る 場 合 に は 、 院 内 掲 示 お よ び 外 来 初 診 受 付 に
お い て 説 明 文 書 を 交 付 す る こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る  ( 「 別 表 １ 」 参

照 ) 。  

３  － ２  利 用 目 的 の 変 更  
 前 項 の 手 順 に し た が っ て い っ た ん 特 定 し た 利 用 目 的 を 後 に 変 更 す る 場 合
に は 、 改 め て 患 者 に 利 用 目 的 の 変 更 内 容 を 通 知 し 、 ま た は 当 法 人 内 掲 示

等 に よ り 公 表 し な く て は な ら な い 。  
 た だ し 、 利 用 目 的 を 変 更 す る 場 合 に は 、 変 更 前 の 利 用 目 的 と 相 当 の 関
連 性 を 有 す る と 認 め ら れ る 範 囲 を 超 え る こ と の な い よ う 留 意 し な く て は な ら な
い 。  

４  診 療 記 録 等 の 取 り 扱 い と 保 管  

( 1 )  紙 媒 体 に よ り 保 存 さ れ て い る 診 療 記 録 等  
４  － １  診 療 記 録 等 の 保 管 の 際 の 注 意  
 診 療 記 録 等 の 保 管 に つ い て は 、 毎 日 の 業 務 終 了 時 に 所 定 の 保 管 場 所

に 収 納 し 、 滅 失 、 毀 損 、 盗 難 等 の 防 止 に 十 分 留 意 す る も の と す る 。  

４  － ２  診 療 記 録 等 の 利 用 時 の 注 意  
 患 者 の 診 療 中 や 事 務 作 業 中 な ど 、 診 療 記 録 等 を 業 務 に 利 用 す る 際 に
は 、 滅 失 、 毀 損 、 盗 難 等 の 防 止 に 十 分 留 意 す る と と も に 、 記 録 の 内 容 が 他

の 患 者 な ど 部 外 者 等 の 目 に 触 れ な い よ う 配 慮 し な く て は な ら な い 。  

４  － ３  診 療 記 録 等 の 修 正  
 い っ た ん 作 成 し た 診 療 記 録 等 を 、 後 日 書 き 改 め る 場 合 に は 、 も と の 記 載
が 判 別 で き る よ う に 二 重 線 で 抹 消 し 、 訂 正 箇 所 に 日 付 お よ び 訂 正 者 印 を

押 印 す る も の と す る 。 こ の 方 法 に よ ら ず に 診 療 記 録 等 を 書 き 改 め た 場 合 に
は 、 改 竄 し た も の と み な さ れ る こ と が あ る の で 、 十 分 留 意 す る も の と す る 。  



４  － ４  診 療 記 録 等 の 廃 棄  
 法 定 保 存 年 限 ま た は 、 当 法 人 所 定 の 保 存 年 限 を 経 過 し た 診 療 記 録 等
を 廃 棄 処 分 す る 場 合 に は 、 裁 断 ま た は 溶 解 処 理 を 確 実 に 実 施 す る も の と
す る 。  
 ま た 、 当 法 人 で 保 管 中 の 診 療 記 録 等 に つ き 、 安 全 か つ 継 続 的 な 保 管 が
困 難 な 特 別 の 事 由 が 生 じ た 場 合 に は 、 理 事 長 は そ の 記 録 類 の 取 り 扱 い に

つ い て 、 す み や か に 当 法 人 を 所 管 す る 保 健 所 と 協 議 す る も の と す る 。  
 
( 2 )  電 磁 的 に 保 存 さ れ て い る 診 療 記 録 等  

４  － ５  コ ン ピ ュ ー タ 情 報 の セ キ ュ リ テ ィ の 確 保  

 診 療 記 録 等 を コ ン ピ ュ ー タ を 用 い て 保 存 し て い る 部 署 で は 、 コ ン ピ ュ ー タ の
利 用 実 態 等 に 応 じ て 、 情 報 へ の ア ク セ ス 制 限 等 を 適 宜 実 施 す る も の と す る 。
ま た 、 通 信 回 線 等 を 経 由 し て の 情 報 漏 出 外 部 か ら の 不 正 侵 入 等 の 被 害
を 未 然 に 防 ぐ よ う 、 厳 重 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  
 特 に 、 職 員 以 外 の 者 が 立 ち 入 る 場 所 ま た は そ の 近 く に お い て コ ン ピ ュ ー タ
上 の 診 療 記 録 等 を 利 用 す る 際 に は 、 モ ニ タ ー に 表 示 さ れ た 画 面 を 通 じ て 患

者 の 個 人 情 報 が 本 人 以 外 の 外 部 の 者 の 目 に 触 れ る こ と の な い よ う 留 意 し
な く て は な ら な い 。  

４  － ６  デ ー タ バ ッ ク ア ッ プ の 取 り 扱 い  
 コ ン ピ ュ ー タ に 格 納 さ れ た 診 療 記 録 等 は 、 機 械 的 な 故 障 等 に よ り 情 報 が

滅 失 し た り 見 読 不 能 と な る こ と の な い よ う 、 各 部 署 に お い て 適 宜 バ ッ ク ア ッ プ
の 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 ま た 、 バ ッ ク ア ッ プ フ ァ イ ル お よ び 記 録 媒 体 の 取 り
扱 い 、 保 管 は 、 各 部 署 の 責 任 者 の 管 理 の も と に 厳 重 に 取 り 扱 う も の と す
る 。  

４  － ７  デ ー タ の コ ピ ー 利 用 の 禁 止  
 コ ン ピ ュ ー タ 内 の 診 療 記 録 等 の 全 部 ま た は 一 部 を 、 院 外 で の 利 用 の た め
に 、 他 の コ ン ピ ュ ー タ ま た は 記 録 媒 体 等 に 複 写 す る こ と は 原 則 と し て 禁 止 す
る 。 た だ し 、 職 務 遂 行 上 や む を 得 な い 場 合 に は 、 所 属 長 の 許 可 、 管 理 の も
と に 行 う こ と が で き る も の と す る 。 そ の 場 合 に お い て 、 複 写 し た 情 報 の 利 用 が
完 了 し た と き は 、 速 や か に 当 該 複 写 情 報 を 記 録 媒 体 等 か ら 消 去 す る も の と

す る 。  

４  － ８  デ ー タ の プ リ ン ト ア ウ ト  
 コ ン ピ ュ ー タ 等 に 電 磁 的 に 保 存 さ れ た 個 人 情 報 を プ リ ン ト ア ウ ト し た 場 合 に
は 、 紙 媒 体 の 診 療 記 録 と 同 等 に 厳 重 な 取 り 扱 い を し な く て は な ら な い 。 使

用 目 的 を 終 え た プ リ ン ト ア ウ ト 紙 片 は 、 裁 断 ま た は 溶 解 処 理 な ど 、 他 の 者 が
見 読 不 可 能 な 状 態 に し て 速 や か に 廃 棄 し な く て は な ら な い 。  

４  － ９  紙 媒 体 記 録 に 関 す る 規 定 の 準 用  
 電 磁 的 な 保 存 が な さ れ て い る 診 療 記 録 等 の 取 り 扱 い に つ い て は 【 ４  －  

１  】 な い し 【 ４  －  ５ 】 の 規 定 の 趣 旨 も 参 酌 し て 準 用 す る も の と す る 。  

( 3 )  診 療 お よ び 請 求 事 務 以 外 で の 診 療 記 録 等 の 利 用  

４  － １ ０  目 的 外 利 用 の 禁 止  
 職 員 は 、 法 律 の 定 め る 利 用 目 的 の 制 限 の 例 外 に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、



あ ら か じ め 患 者 本 人 の 同 意 を 得 な い で 【 ３  －  １ 】 で 特 定 し た 利 用 目 的 の
達 成 に 必 要 な 範 囲 を 越 え て 、 患 者 の 個 人 情 報 を 取 り 扱 っ て は な ら な い 。  

４  － １ １  匿 名 化 に よ る 利 用  
 患 者 の 診 療 記 録 等 に 含 ま れ る 情 報 を 、 診 療 お よ び 診 療 報 酬 請 求 事 務

以 外 の 場 面 で 利 用 す る 場 合 に は 、 そ の 利 用 目 的 を 達 し う る 範 囲 内 で 、 可
能 な 限 り 匿 名 化 し な け れ ば な ら な い 。  

５  個 人 情 報 の 第 三 者 へ の 提 供  

５  － １  患 者 本 人 の 同 意 に も と づ く 第 三 者 提 供  
 患 者 の 個 人 情 報 を 第 三 者 に 提 供 す る 際 に は 【 ３  －  １ 】 に 基 づ い て あ ら
か じ め 通 知 し て い る 場 合 を 除 き 、 原 則 と し て 本 人 の 同 意 を 得 な く て は な ら な
い 。  
 法 令 に も と づ く 第 三 者 提 供 で あ っ て も 、 第 三 者 提 供 を す る か 否 か を 当 法

人 が 任 意 に 判 断 し う る 場 合 に は 、 提 供 に 際 し て 原 則 と し て 本 人 の 同 意 を 得
る も の と す る 。  

５  － ２  患 者 本 人 の 同 意 を 必 要 と し な い 第 三 者 提 供  
 【 ５  －  １ 】 の 規 定 に か か わ ら ず 以 下 の 場 合 に は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関

す る 法 律 第 2  3  条 の 規 定 に よ り 、 本 人 の 同 意 を 得 る こ と な く 第 三 者 へ 提
供 す る こ と が で き る 。  
( 1 )  法 令 上 の 届 け 出 義 務 、 報 告 義 務 等 に も と づ く 場 合  
主 な 事 例 と し て 「 別 表 ２ 」 を 参 照 。 た だ し 、 こ れ ら の 場 合 に も 、 で き る か ぎ り 第
三 者 提 供 の 事 実 を 患 者 等 に 告 知 し て お く こ と が 望 ま し い 。  
( 2 )  意 識 不 明 ま た は 判 断 能 力 に 疑 い が あ る 患 者 に つ き 、 治 療 上 の 必 要 性

か ら 病 状 等 を 家 族 、 関 係 機 関 等 に 連 絡 、 照 会 等 を す る 場 合  
( 3 )  地 域 が ん 登 録 事 業 へ の 情 報 提 供 、 児 童 虐 待 事 例 に つ い て の 関 係 機
関 へ の 情 報 提 供 な ど 、 公 衆 衛 生 の 向 上 又 は 児 童 の 保 護 の た め に 必 要 性
が あ り 、 か つ 本 人 の 同 意 を 取 得 す る こ と が 困 難 な 場 合  
( 4 )  そ の 他 、 法 令 に も と づ い て 国 、 地 方 公 共 団 体 等 の 機 関 に 協 力 す る た
め に 個 人 情 報 の 提 供 が 必 要 で あ り 、 か つ 本 人 の 同 意 を 取 得 す る こ と に よ り 、

当 該 目 的 の 達 成 に 支 障 を 及 ぼ す 恐 れ が あ る 場 合  

６  個 人 情 報 の 本 人 へ の 開 示 と 訂 正  

６  － １  個 人 情 報 保 護 の 理 念 に も と づ く 開 示 請 求  
 当 法 人 の 患 者 は 、 当 法 人 が 保 有 す る 自 己 の 個 人 情 報 に つ い て 、 開 示 請
求 書 に も と づ い て 開 示 を 請 求 す る こ と が で き る 。  
 理 事 長 は 患 者 か ら 自 己 の 個 人 情 報 の 開 示 を 求 め ら れ た 場 合 に は 、 主 治
医 、 記 録 作 成 者 、 そ の 所 属 長 ら を 含 む 検 討 委 員 会 に お い て 協 議 の う え 、
開 示 請 求 に 応 じ る か 否 か を 決 定 し 、 開 示 請 求 を 受 け た 時 か ら 原 則 と し て 1  

0 日 以 内 に 、 書 面 に よ り 開 示 を 拒 む 場 合 に は そ の 理 由 も 付 し て 、 請 求 者 に
回 答 す る も の と す る 。  

６  － ２  診 療 記 録 等 の 開 示 を 拒 み う る 場 合  
 【 ６  －  １ 】 の 規 定 に も と づ く 協 議 に お い て 、 患 者 か ら の 個 人 情 報 の 開 示

の 求 め が 、 以 下 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 す る と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、 理 事
長 は 開 示 を 拒 む こ と が で き る も の と す る 。  
( 1 )  本 人 又 は 第 三 者 の 生 命 、 身 体 、 財 産 そ の 他 の 権 利 利 益 を 害 す る お



そ れ が あ る 場 合  
( 2 )  当 法 人 の 業 務 の 適 正 な 実 施 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 場 合  
( 3 )  開 示 す る こ と が 法 令 に 違 反 す る 場 合  

６  － ３  診 療 記 録 等 の 開 示 を 求 め う る 者  

 当 法 人 の 規 定 に も と づ い て 患 者 の 診 療 記 録 等 の 開 示 を 請 求 し う る 者 は 、
以 下 の と お り と す る 。  
( 1 )  患 者 本 人  
( 2 )  患 者 の 法 定 代 理 人  
( 3 )  患 者 の 診 療 記 録 等 の 開 示 請 求 を す る こ と に つ い て 患 者 本 人 か ら 委 任
を 受 け た 代 理 人  

６  － ４  代 理 人 か ら の 請 求 に 対 す る 開 示  
 代 理 人 な ど 、 患 者 本 人 以 外 の 者 か ら の 開 示 請 求 に 応 ず る 場 合 に は 、 開
示 す る 記 録 の 内 容 、 範 囲 、 請 求 者 と 患 者 本 人 と の 関 係 等 に つ き 患 者 本
人 に 対 し て 確 認 の た め の 説 明 を お こ な う も の と す る 。  

６  － ５  内 容 の 訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 請 求  
 当 法 人 の 患 者 が 、 当 法 人 の 保 有 す る 、 患 者 本 人 に 関 す る 情 報 に 事 実 で
な い 内 容 を 発 見 し た 場 合 に は 、 訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 請 求 書 に よ り 訂 正 ・ 追
加 ・ 削 除 ( 以 下 「 訂 正 等 」 と い う )  す べ き 旨 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

 理 事 長 は 、 訂 正 等 の 請 求 を 受 け た 際 に は 、 主 治 医 、 記 録 作 成 者 、 そ の
所 属 長 ら を 含 む 検 討 委 員 会 に て 協 議 の う え 、 訂 正 等 の 請 求 に 応 じ る か 否
か を 決 定 し 、 訂 正 等 の 請 求 を 受 け た 時 か ら 原 則 と し て ３ 週 間 以 内 に 、 書 面
に よ り 請 求 者 に 対 し て 回 答 す る も の と す る 。  

６  － ６  診 療 記 録 等 の 訂 正 等 を 拒 み う る 場 合  
 【 ６  －  ５ 】 の 規 定 に も と づ く 患 者 か ら の 個 人 情 報 の 訂 正 等 の 求 め が 、 以
下 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 す る と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、 理 事 長 は 訂 正 等
を 拒 む こ と が で き る も の と す る 。  
( 1 )  当 該 情 報 の 利 用 目 的 か ら み て 訂 正 等 が 必 要 で な い 場 合  
( 2 )  当 該 情 報 に 誤 り が あ る と の 指 摘 が 正 し く な い 場 合  

( 3 )  訂 正 等 の 対 象 が 事 実 で な く 評 価 に 関 す る 情 報 で あ る 場 合  
( 4 )  対 象 と な る 情 報 に つ い て 当 法 人 に は 訂 正 等 の 権 限 が な い 場 合  

６  － ７  訂 正 等 の 方 法  
 【 ６  －  ５ 】 お よ び 【 ６  －  ６ 】 の 規 定 に も と づ い て 診 療 記 録 等 の 訂 正 等 を

お こ な う 場 合 に は 、 訂 正 前 の 記 載 が 判 読 で き る よ う 当 該 箇 所 を 二 重 線 等 で
抹 消 し 、 新 し い 記 載 の 挿 入 を 明 示 す る 。 訂 正 等 の 請 求 に 応 じ な か っ た 場 合
に お い て も 、 請 求 が あ っ た 事 実 を 当 該 部 分 に 注 記 し て お く も の と す る 。  

６  － ８  利 用 停 止 等 の 請 求  

 患 者 が 、 当 法 人 が 保 有 す る 当 該 患 者 の 個 人 情 報 の 利 用 停 止 、 第 三 者
提 供 の 停 止 、 ま た は 消 去 ( 以 下 「 利 用 停 止 等 」 と い う )  を 希 望 、 す る 場 合 は
利 用 停 止 等 請 求 書 に よ り そ の 旨 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  
 理 事 長 は 利 用 停 止 等 の 請 求 を 受 け た 際 に は 主 治 医 記 録 作 成 者 、 そ の
所 属 長 ら を 含 む 検 討 委 員 会 に て 協 議 の う え 、 利 用 停 止 等 の 請 求 に 応 じ る
か 否 か を 決 定 し 、 請 求 を 受 け た 時 か ら 原 則 と し て 1 週 間 以 内 に 、 書 面 に よ

り 請 求 者 に 対 し て 回 答 す る も の と す る 。  



６  － ９  「 診 療 情 報 の 提 供 に 関 す る 指 針 」 に も と づ く 開 示  
 患 者 か ら の 診 療 記 録 等 の 開 示 請 求 が 、 医 師 ・ 医 療 介 護 機 関 と 患 者 等 と
の 信 頼 関 係 の 構 築 、 疾 病 や 治 療 に 対 す る 正 し い 理 解 の 助 け と す る こ と を 目
的 と し た も の で あ る 場 合 に は 、 当 法 人 の 「 診 療 情 報 の 提 供 に 関 す る 規 定 」
お よ び 日 本 医 師 会 「 診 療 情 報 の 提 供 に 関 す る 指 針 」 に も と づ い て 対 応 す る
も の と す る 。  

７  苦 情 ・ 相 談 等 へ の 対 応  

７  － １  苦 情 ・ 相 談 等 へ の 対 応  

 個 人 情 報 の 取 り 扱 い 等 に 関 す る 患 者 等 か ら の 苦 情 ・ 相 談 等 は 、 受 付 あ
る い は 「 患 者 様 相 談 室 窓 口 」 で 対 応 す る も の と す る 。  

７  － ２  個 人 情 報 保 護 に 関 す る 検 討 委 員 会 （ 例 )  
 【 ７  － １ 】 に よ る 対 応 が 困 難 な 事 例 に つ い て は 理 事 長 直 轄 の 「 個 人 情 報

保 護 に 関 す る 検 討 委 員 会 ( 例 ) 」 で 対 応 を 協 議 す る も の と す る 。 本 検 討 委 員
会 の 開 催 は 、 隔 月 一 回 を 定 例 と す る ほ か 、 必 要 に 応 じ て 理 事 長 が 招 集 す
る も の と す る 。  

７  － ３  外 部 の 苦 情 ・ 相 談 受 付 窓 口 の 紹 介  

 【 ７  －  １ 】 に よ り 受 け 付 け た 患 者 か ら の 苦 情 ・ 相 談 等 に つ い て は 、 理 事
長 の 指 示 に も と づ き 、 患 者 の 意 向 を 聞 き つ つ 必 要 に 応 じ て 医 師 会 の 「 診 療
に 関 す る 相 談 窓 口 」 お よ び 、 行 政 の 「 患 者 相 談 窓 口 」 等 を 紹 介 す る こ と と す
る 。  

８  雑 則  

８  － １  当 法 人 内 規 則 の 見 直 し  
 こ の 「 当 法 人 内 規 則 」 は 、 制 定 後 少 な く と も ２ 年 毎 に 一 回 見 直 す も の と す
る 。  

 


